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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　発電機と二次電池とが接続された電力系統の需給制御装置において、
前記電力系統の周波数変化量と連系線潮流変化量を検出するデータ検出部と、
前記データ検出部により検出された前記周波数変化量と前記連系線潮流変化量に基づいて
前記発電機と前記二次電池のそれぞれの地域要求量を算出する周波数制御部と、
前記発電機および前記二次電池のそれぞれの出力配分を算出する経済負荷配分部と、
前記周波数制御部にて算出された前記地域要求量と前記経済負荷配分部にて算出された前
記出力配分とに基づいて前記発電機および前記二次電池のそれぞれの目標指令値を作成し
、当該作成したそれぞれの目標指令値を対応する発電機および二次電池に出力する目標指
令値作成部とを備え、
前記経済負荷配分部は、前記二次電池の放電単価と充放電効率に基づき放電閾値と充電閾
値を算出し、前記発電機の増分燃料費が前記放電閾値よりも高い場合は前記二次電池を放
電するものとし、一方、前記発電機の増分燃料費が前記充電閾値よりも低い場合は前記二
次電池を充電するものとして、前記発電機および前記二次電池のそれぞれの出力配分を算
出すること
を特徴とする電力系統の需給制御装置。
【請求項２】
　前記経済負荷配分部は、前記二次電池の前日運転計画における平均放電単価を算出し、
この算出した平均放電単価を放電閾値とすることを特徴とする請求項１記載の電力系統の
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需給制御装置。
【請求項３】
　運転実績データを記憶する運転実績データ記憶部を更に備え、
前記経済負荷配分部は、前記運転実績データ記憶部に記憶されている前日あるいは至近の
運転実績データを参照し放電閾値を決定することを特徴とする請求項１記載の需給制御装
置。
【請求項４】
運転実績データを記憶する運転実績データ記憶部を更に備え、
前記経済負荷配分部は、前記運転実績データ記憶部に記憶されている複数日の運転実績デ
ータを参照し、その平均放電単価を算出し、当該算出した平均放電単価を放電閾値として
決定することを特徴とする請求項１記載の電力系統の需給制御装置。
【請求項５】
前記経済負荷配分部は、前記二次電池の放電単価と充放電効率と前記二次電池の充放電効
率が想定よりも低い場合を考慮して定められる余裕量とに基づき放電閾値と充電閾値を算
出することを特徴とする請求項１記載の電力系統の需給制御装置。
【請求項６】
　前記経済負荷配分部は、前記二次電池の出力配分の算出において、前記二次電池の蓄電
量が計画蓄電量を中心とした所定の範囲内に収まるよう制約を設けたことを特徴とする請
求項１記載の電力系統の需給制御装置。
【請求項７】
　コンピュータを、発電機と二次電池とが接続された電力系統の需給制御装置として動作
させる需給制御プログラムにおいて、
前記電力系統から検出された周波数変化量と連系線潮流変化量に基づいて前記発電機と前
記二次電池のそれぞれの地域要求量を算出する周波数制御部と、
前記発電機および前記二次電池のそれぞれの出力配分を算出する経済負荷配分部と、
前記周波数制御部にて算出された前記地域要求量と前記経済負荷配分部にて算出された前
記出力配分とに基づいて前記発電機および前記二次電池のそれぞれの目標指令値を作成し
、当該作成したそれぞれの目標指令値を対応する発電機および二次電池に出力する目標指
令値作成部とを備え、
前記経済負荷配分部は、前記二次電池の放電単価と充放電効率に基づき放電閾値と充電閾
値を算出し、前記発電機の増分燃料費が前記放電閾値よりも高い場合は前記二次電池を放
電するものとし、一方、前記発電機の増分燃料費が前記充電閾値よりも低い場合は前記二
次電池を充電するものとして、前記発電機および前記二次電池のそれぞれの出力配分を算
出すること
として機能させるようにしたことを特徴とするコンピュータ読み取り可能な需給制御プロ
グラム。
【請求項８】
　請求項７記載の需給制御プログラムを記録したことを特徴とするコンピュータ読み取り
可能な記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、経済負荷配分制御に二次電池を利用して経済性向上を行う電力系統の需給制
御に関する。
【背景技術】
【０００２】
電力系統の需給運用には大きく分けて需給計画と需給制御がある。需給計画は需要予測の
結果に基づき、翌日の発電機の経済的な運転計画を算出する。需給制御は、当日の需要変
動等に対応して発電機の出力が追従するよう制御する。需給制御には、比較的長い周期の
変動に対応する経済負荷配分制御と短い周期の変動に対応する周波数制御があり、経済負
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荷配分制御では変動に対応して経済的な発電機の出力制御を行い、周波数制御では周波数
を一定に維持するように発電機の出力制御を行う。
【０００３】
需給計画、需要制御における二次電池の役割は、負荷平準化による経済性の向上と周波数
変動抑制とに大別できる。負荷平準化に関しては需給計画の段階で最適化が行われる。二
次電池を含む需給計画は、二次電池の充放電により、発電効率の高い発電機をより効率の
高い運転点で運転し、発電効率の低い発電機を停止するような発電計画とするものが提案
されている（特許文献１）。周波数変動抑制に関しては、二次電池の応答の速さを生かし
、周波数制御の際に発電機が追従できないような負荷変動や自然エネルギーの出力変動を
抑制するものが提案されている（特許文献２）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００６－９４６４９号公報
【特許文献２】特開２００１－３７０８５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
二次電池による負荷平準化での経済性の向上に関しては需給計画の段階で最適化がなされ
、需給制御の段階では計画運転される。上述した特許文献１は、需給計画における負荷平
準化に二次電池を利用したものであり、特許文献２は、需給制御の周波数制御における周
波数変動制御に利用したものである。
【０００６】
一方、現在、経済負荷配分制御については、比較的長い周期の変動に対応する制御である
ことから二次電池は利用されていなかった。しかしながら、経済負荷配分制御について、
発電機の燃料費を低減して更なる経済性を向上が課題となっていた。また、特に、近年盛
んに検討が行われているマイクログリッドなどと呼ばれる小規模電力系統においては、自
然エネルギー発電等の出力変動が系統に及ぼす影響が大きいため二次電池の導入が不可欠
だが、二次電池は導入コストが高いため、更なる有効活用により二次電池導入の効果を最
大限に得る必要があるとの課題がある。
【０００７】
本発明は上記の事情に鑑みてなされたものであり、需給制御における比較的長い周期の変
動に対応する経済負荷配分制御について、経済性の観点から二次電池を積極的に運用する
ことにより、二次電池による経済効果、すなわち二次電池による発電機の燃料費低減効果
をより多く得られる電力系統の需給制御装置、需給制御プログラム及びその記録媒体を提
供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記の目的を達成するために、請求項１の発明は、発電機と二次電池とが接続された電
力系統の需給制御装置において、前記電力系統の周波数変化量と連系線潮流変化量を検出
するデータ検出部と、前記データ検出部により検出された前記周波数変化量と前記連系線
潮流変化量に基づいて前記発電機と前記二次電池のそれぞれの地域要求量を算出する周波
数制御部と、前記発電機および前記二次電池のそれぞれの出力配分を算出する経済負荷配
分部と、前記周波数制御部にて算出された前記地域要求量と前記経済負荷配分部にて算出
された前記出力配分とに基づいて前記発電機および前記二次電池のそれぞれの目標指令値
を作成し、当該作成したそれぞれの目標指令値を対応する発電機および二次電池に出力す
る目標指令値作成部とを備え、前記経済負荷配分部は、前記二次電池の放電単価と充放電
効率に基づき放電閾値と充電閾値を算出し、前記発電機の増分燃料費が前記放電閾値より
も高い場合は前記二次電池を放電するものとし、一方、前記発電機の増分燃料費が前記充
電閾値よりも低い場合は前記二次電池を充電するものとして、前記発電機および前記二次
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電池のそれぞれの出力配分を算出することを特徴とするものである。
【０００９】
　また、請求項７の発明は、上記請求項１の発明について、プログラムの観点から捉えた
ものである。さらに、請求項８の発明は、プログラムを記録したコンピュータに読取可能
な記録媒体として把握したものである。
【発明の効果】
【００１０】
　以上述べたように、本発明によれば、経済負荷配分制御について二次電池を利用した制
御を可能とし、経済負荷配分制御が対象とする比較的長い周期の変動に対応した二次電池
による経済運用が行えるようにしたので、二次電池による経済効果、すなわち二次電池に
よる発電機の燃料費低減効果をより多く得られる電力系統の需給制御を行うことが可能と
なる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明に係る需要制御装置の構成を示す構成図。
【図２】本発明に係る経済負荷配分部の処理内容を示すフローチャート。
【図３】本発明に係る経済負荷分配部にて算出される充放電閾値と発電機の増分燃料費λ
の関係を示す図。
【図４】本発明に係る経済負荷配分部の二次電池出力の決定で用いる制約を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明の実施形態について、図面を参照して具体的に説明する。本発明の実施形
態は、周辺装置を備えたコンピュータをプログラムで制御することで実現するが、この場
合のハードウェアやプログラムの実現態様は各種変更可能であり、電力系統の需給制御装
置及び制御方法に加えて、上記プログラム、さらには、そのプログラムを記録したコンピ
ュータ読取可能な記録媒体としても把握可能である。
【００１３】
（実施形態１）
（構成）
　図１～図３を参照して本発明の実施形態１について説明する。図１は本発明の需給制御
装置の構成を示す構成図、図２は経済負荷配分部の処理内容を示すフローチャート、図３
は経済負荷配分部で算出される充放電閾値と発電機の増分燃料費λの関係を示す図である
。
【００１４】
　まず、図１を用いて、実施形態１に係る需給制御装置の構成について説明する。図１に
おいて、符号１は電力系統、符号２は計算機、符号５はＭＭＩ（マンマシンインターフェ
ース）を示している。電力系統１の内部には複数の発電機Ｇ１、Ｇ２、・・・、Ｇｎおよ
び二次電池ＢＴ、太陽光発電装置ＰＶ、風力発電装置ＷＰが設けられ、他系統３との間で
連系線４を介して連系されている。なお、電力系統１を他系統と連系しない独立系統とす
る構成でもよい。また、電力系統１の内部にはデータ検出部１０が設けられている。デー
タ検出部１０は、電力系統１における周波数変化量（ΔＦ）と連系線潮流変化量（ΔＰＴ
）を検出する部分である。
【００１５】
計算機２は、目標指令値作成部２１１、２１２、・・・、２１ｎ、２１ＢＴ、経済負荷配
分部２２、オンライン予測需要および自然エネルギー予測出力部２３、前日運転計画部２
４、周波数制御部２５、運転実績データ記憶部２６を備えている。各発電機Ｇ１、Ｇ２、
・・・、Ｇｎおよび二次電池ＢＴと計算機２とは、検出用の信号線１１と制御用の信号線
１２を介して計算機２内の目標指令値作成部２１１、２１２、・・・、２１ｎ、２１ＢＴ
にそれぞれ接続されている。
【００１６】
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（計算機２の動作）
オンライン予測需要および自然エネルギー予測出力部２３から出力される予測需要および
自然エネルギー予測出力と、前日運転計画部２４から出力される前日運転計画は、経済負
荷配分部２２にそれぞれ入力される。経済負荷配分部２２は、入力された予測需要と自然
エネルギー予測出力および前日運転計画に基づいて後述する演算処理を行い、各発電機Ｇ
１、Ｇ２、・・・、Ｇｎおよび二次電池ＢＴの出力配分を算出する。経済負荷配分部２２
は、算出した各発電機Ｇ１、Ｇ２、・・・、Ｇｎおよび二次電池ＢＴそれぞれの出力配分
を、それぞれ対応する目標指令値作成部２１１、２１２、・・・、２１ｎ、２１ＢＴに出
力する。
【００１７】
周波数制御部２５は、信号線１３を介してデータ検出部１０から周波数変化量（Δｆ）と
連系線潮流変化量（ΔＰｔ）を入力して、各発電機Ｇ１、Ｇ２、・・・、Ｇｎおよび二次
電池ＢＴのそれぞれの地域要求量（ＡＲ）を算出する。周波数制御部２５は、算出した各
発電機Ｇ１、Ｇ２、・・・、Ｇｎおよび二次電池ＢＴのそれぞれの地域要求量（ＡＲ）を
、対応するそれぞれの目標指令値作成部２１１、２１２、・・・、２１ｎ、２１ＢＴに出
力する。
【００１８】
目標指令値作成部２１１、２１２、・・・、２１ｎ、２１ＢＴは、経済負荷配分部２２か
ら入力された出力配分と周波数制御部２５から入力された地域要求量（ＡＲ）に基づいて
目標指令値をそれぞれ作成し、作成した目標指令値を対応する各発電機Ｇ１、Ｇ２、・・
・、Ｇｎおよび二次電池ＢＴに信号線１２を介して出力することで、対応する各発電機Ｇ
１、Ｇ２、・・・、Ｇｎおよび二次電池ＢＴの出力制御を行う。
【００１９】
（経済負荷配分部２２の動作）
　続いて、図２のフローチャートを参照して、本発明の特徴である経済負荷配分部２２の
処理動作を説明する。
【００２０】
　先ず、経済負荷配分部２２は、式（１）、式（２Ａ）、式（２Ｂ）を用いて、二次電池
ＢＴの充電閾値と放電閾値を決定する（ステップＳ１）。なお、以下、充電閾値と放電閾
値とを総称して充放電閾値と言う場合がある。二次電池ＢＴの充放電により経済効果を得
るためには、ある単価で充電した電力を、充放電による損失を考慮したうえで、それより
高い単価で放電してやれば良い。よって、先ず、式（１）を用いて、この式（１）を満た
す二次電池ＢＴの充電単価と放電単価を求める。なお、以下、充電単価と放電単価とを総
称して充放電単価と言う場合がある。
【００２１】
充電単価／η≦放電単価　　　　　　　　　　　　　　　　　…式（１）
η：二次電池の充放電効率
ここでは、例えば、前日運転計画部２４から出力される前日運転計画に含まれる二次電池
ＢＴの各時間帯の充電単価を参照し、この各時間帯の充電単価に基づいて、これに対応す
る各時間帯の二次電池ＢＴの放電単価を、式（１）を用いて算出する。
【００２２】
次に、式（２Ａ）、式（２Ｂ）を用いて、二次電池ＢＴの充電閾値と放電閾値を算出する
。即ち、式（１）で算出した前日運転計画の各時間帯の二次電池ＢＴの放電単価に基づき
、前日運転計画における平均放電単価を算出し、この算出した平均放電単価を放電閾値と
して決定する。そして、決定した放電閾値と二次電池ＢＴの充放電効率ηに基づいて、充
電閾値を算出する。
【００２３】
放電閾値＝前日運転計画における平均放電単価　　　　　　…式（２Ａ）
充電閾値＝放電閾値×η　　　　　　　　　　　　　　　　…式（２Ｂ）
なお、経済負荷配分部２２における充放電閾値の決定は、上述した式（２Ａ）、式（２Ｂ
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）を用いる以外に、以下に説明するように、式（２Ｃ）乃至式（２Ｈ）を用いてもよい。
【００２４】
（前日あるいは至近の運転実績に基づく充放電閾値の決定）
式（２Ｃ）、式（２Ｄ）を用いることで、運転実績データ記憶部２６に記憶されている前
日あるいは至近の運転実績データを参照して充放電閾値を決定することができる。即ち、
経済負荷配分部２２は、運転実績データ記憶部２６に記憶されている前日あるいは至近の
運転実績データの放電閾値を参照し、この参照した日の放電閾値とαに基づいて、式（２
Ｃ）を用いて二次電池ＢＴの放電閾値を算出する。そして、算出した放電閾値と二次電池
ＢＴの充放電効率ηに基づいて、式（２Ｄ）を用いて充電閾値を算出する。
【００２５】
放電閾値＝参照した日の放電閾値×α　　　　　　　　　　…式（２Ｃ）
充電閾値＝放電閾値×η 　　　　　　　　　　　　　　　…式（２Ｄ）
α：前日あるいは至近の運転実績の放電量が予め決められた所定の放電量よりも少ない場
合にはα＜１．０且つ正の値である所定値、前日あるいは至近の運転実績データの放電量
が予め決められた所定の放電量よりも多い場合にはα＞１．０且つ正の値である所定値。
【００２６】
（複数日の運転実績データの統計処理に基づく充放電閾値の決定）
式（２Ｅ）、式（２Ｆ）を用いることで、運転実績データ記憶部２６に記憶されている複
数日の運転実績データの統計処理に基づき充放電閾値を決定することができる。所定期間
は、月毎あるいは季節毎などであり、曜日毎としてもよい。即ち、経済負荷配分部２２は
、運転実績データ記憶部２６に記憶されている所定期間の運転実績データの放電単価を参
照し、この参照した所定期間の放電単価の平均放電単価を算出する。そして、式（２Ｅ）
を用いて、算出した平均放電単価を二次電池ＢＴの放電閾値として決定する。次いで、決
定した放電閾値と二次電池ＢＴの充放電効率ηに基づいて、式（２Ｆ）を用いて、充電閾
値を算出する。
【００２７】
放電閾値＝所定期間の運転実績データにおける平均放電単価　…式（２Ｅ）
充電閾値＝放電閾値×η　　　　　　　　　　　　　　　　…式（２Ｆ）
（余裕量を考慮した充放電閾値の決定）
式（２Ｇ）、式（２Ｈ）を用いることで、二次電池の充放電効率が想定より低い場合でも
経済効果を確実に得られるように余裕量を考慮して充放電閾値を決定することができる。
即ち、式（１）で算出した前日運転計画の各時間帯の二次電池ＢＴの放電単価に基づき、
前日運転計画における平均放電単価を算出する。そして、式（２Ｇ）を用いて、算出した
平均放電単価を放電閾値として決定する。次いで、決定した放電閾値と二次電池ＢＴの充
放電効率ηとβに基づいて、式（２Ｈ）を用いて充電閾値を算出する。
【００２８】
放電閾値＝前日運転計画における平均放電単価　　　　　　…式（２Ｇ）
充電閾値＝放電閾値×(η×β)　　　　　　　　　　　　　…式（２Ｈ）
β：β≦１．０且つ正の値である所定値
ステップＳ１により二次電池ＢＴの充放電閾値を算出すると、次に、経済負荷配分部２２
は、発電機分担需要を算出する（ステップＳ２）。即ち、経済負荷配分部２２は、オンラ
イン予測需要および自然エネルギー予測出力部２３から出力される予測需要と自然エネル
ギー予測出力を用いて、式（３）により発電機の分担需要を算出する。自然エネルギー予
測出力には、太陽光発電装置ＰＶの予測出力（以下、ＰＶ予測出力と言う）および風力発
電装置ＷＰの予測出力（以下、ＷＰ予測出力と言う）が含まれる。
【００２９】
発電機分担需要＝予測需要－（ＰＶ予測出力＋ＷＰ予測出力）　…式（３）
次に、経済負荷配分部２２は、初期配分を決定する（ステップＳ３）。即ち、経済負荷配
分部２２は、ステップＳ２で算出した発電機分担需要に対して、二次電池ＢＴの充放電を
行わないものとして発電機の初期配分としての出力配分を決定し、当該時間断面の各発電
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機の増分燃料費λを算出する。
【００３０】
発電機の出力配分の決定においては、前日運転計画部２４の前日運転計画から得られる発
電機の起動停止状態を考慮し、また、並列発電機の出力配分は例えば等λ法を用いて算出
する。ここで、等λ法は発電機の経済負荷配分を行う場合に一般的に用いられている手法
であり、等λ法を用いることで発電機の増分燃料費λも併せて算出できる。
【００３１】
次に、経済負荷配分部２２は、二次電池出力を決定する（ステップＳ４）。即ち、経済負
荷配分部２２は、ステップＳ１で決定した充放電閾値とステップＳ３で算出した発電機の
増分燃料費λの大小比較を行い、式（４Ａ）乃至式（４Ｃ）により二次電池ＢＴの充放電
を決定する。式（４Ａ）により、発電機の増分燃料費λが二次電池ＢＴの充電閾値よりも
低い場合は、「二次電池ＢＴを充電する」と決定する。式（４Ｂ）により、発電機の増分
燃料費λが二次電池ＢＴの充電閾値と放電閾値の間にある場合は、「二次電池ＢＴを充電
も放電もしない」と決定する。式（４Ｃ）により、発電機の増分燃料費λが二次電池ＢＴ
の放電閾値よりも高い場合は、「二次電池ＢＴを放電する」と決定する。このように二次
電池ＢＴの充放電を決定することで、ある充電単価で充電した電力を、充放電による損失
を考慮したうえでそれより高い放電単価で放電することができ、それにより二次電池ＢＴ
の充放電により経済効果を得られることとなる。
【００３２】
増分燃料費λ＜充電閾値　⇒　二次電池ＢＴを充電する　　　…式（４Ａ）
充電閾値≦増分燃料費λ≦放電閾値　⇒　二次電池ＢＴを充電も放電もしない　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…式（４Ｂ）
放電閾値＜増分燃料費λ　⇒　二次電池ＢＴを放電する　　　…式（４Ｃ）
図３はステップＳ１で決定した充放電閾値とステップＳ３で算出した発電機の増分燃料費
λの例である。図３では、例えば、０～６時は増分燃料費λが充電閾値を下回っているの
で二次電池ＢＴを充電する。７～２２時の間には増分燃料費λが充電閾値を越えるので、
二次電池ＢＴの充電を行わず、さらに増分燃料費λが放電閾値を超える時刻がある場合は
、その時刻に二次電池ＢＴを放電する。なお、図３では、充電閾値と放電閾値とを２４時
間分示してあるが、充電閾値と放電閾値は制御周期に応じて都度算出される値であるので
、これらの値は算出される毎に変動する可能性がある。
【００３３】
二次電池ＢＴの充放電出力は、前日運転計画部２４による二次電池の計画充放電出力との
合算値が二次電池のｋＷ容量を超えない範囲、且つ、その合算値による蓄電量が二次電池
のｋＷｈ容量を超えない範囲で決定する。例えば放電の場合、二次電池の放電により発電
機の増分燃料費λは小さくなるので、その値が放電閾値以下とならない放電出力を代数的
に算出してもよいし、放電する場合の目安値を予め定めておいてもよい。同様に、充電の
場合、二次電池の充電により発電機の増分燃料費λは大きくなるので、その値が充電閾値
以上とならない充電出力を代数的に算出してもよいし、充電する場合の目安値を予め定め
ておいてもよい。　
次に、経済負荷配分部２２は、ステップＳ３で算出した各発電機の初期配分としての出力
配分をステップＳ４で算出した二次電池出力に基づいて再配分する（ステップＳ５）。即
ち、経済負荷配分部２２は、ステップＳ４で算出した二次電池出力（放電の場合はプラス
値、充電の場合はマイナス値）を、ステップＳ２で算出した発電機分担需要から差し引き
、これにより求められた値を新たな発電機分担需要とし、この新たな発電機分担需要に基
づいて各発電機Ｇ１～Ｇｎの出力配分を再度決定することで再配分する。
【００３４】
　経済負荷配分部２２は、上述したステップＳ１からステップＳ５までの処理を制御周期
に応じて都度行い、二次電池ＢＴと各発電機Ｇ１～Ｇｎの出力配分を都度算出する。
【００３５】
（効果）
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　以上述べたように、実施形態１では、経済負荷配分制御について二次電池を利用した制
御を可能とし、二次電池経済負荷配分制御が対象とする比較的長い周期の変動に対応した
二次電池による経済運用が行えるようにしたので、二次電池による経済効果、すなわち二
次電池による発電機の燃料費低減効果をより多く得られる電力系統の需給制御を行うこと
が可能となる。
【００３６】
（実施形態２）
　図４を参照して実施形態２について説明する。実施形態２に係る需給制御装置の構成は
、図１に示す実施形態１のものと同様である。
【００３７】
実施形態２では、実施形態１に対して、経済負荷配分部２２の二次電池出力の決定（図２
のステップＳ４）において、図４に示す制約を設けたものである。ここで、図４に示され
る制約の二次電池ＢＴの蓄電量の許容幅±γ、時刻ｔ１、ｔ２（０＜ｔ１＜ｔ２）は予め
定めておく値である。経済負荷配分部２２は、図２のステップＳ４において、図４の制約
の下、式（４Ａ）乃至式（４Ｃ）に基づいて二次電池ＢＴに対する充放電の制御の方法を
決定する。図４の制約は、二次電池ＢＴの蓄電量が、予め定められた計画蓄電量を中心と
した所定の範囲内（＝「計画蓄電量＋ｋＷｈ容量×γ」から「計画蓄電量＋ｋＷｈ容量×
（－γ）」の範囲）に収まるようにするために設けたものである。
【００３８】
二次電池ＢＴの蓄電量が、「計画蓄電量＋ｋＷｈ容量×γ」を超える場合、時刻ｔ１経過
前の時間帯では充放電可とし、時刻ｔ１を越える時間帯は、強制放電を行い且つ充電禁止
とする。二次電池ＢＴの蓄電量が、「計画蓄電量＋ｋＷｈ容量×γ」と「計画蓄電量＋ｋ
Ｗｈ容量×（－γ）」の間にある場合は、時刻ｔ１経過前の時間帯では充放電可とし、時
刻ｔ１を越える時間帯は蓄電量の許容範囲内で充放電可とする。二次電池ＢＴの蓄電量が
、「計画蓄電量＋ｋＷｈ容量×（－γ）」よりも低い場合、時刻ｔ１経過前の時間帯では
充放電可とし、時刻ｔ１から時刻ｔ２の時間帯では、放電禁止且つ蓄電量の許容範囲内で
充電可とし、時刻ｔ２経過後の時間帯では、放電禁止且つ強制充電とする。
【００３９】
このような実施形態とすれば二次電池ＢＴの蓄電量が計画値から大きくずれるのを防ぐこ
とができ、翌日の運転計画の見直しを行わずに済む。
【符号の説明】
【００４０】
１…電力系統
２…計算機
３…他系統
４…連系線
５…ＭＭＩ（マンマシンインターフェース）
１０…データ検出部
１１、１２、１３…信号線
２２…経済負荷配分部
２３…オンライン予測需要および自然エネルギー予測出力部
２４…前日運転計画部
２５…周波数制御部
２６…運転実績データ記憶部
２１１、２１２、…、２１ｎ、２１ＢＴ…目標指令値作成部
Ｇ１、Ｇ２、…、Ｇｎ…発電機
ＢＴ…二次電池
ＰＶ…太陽光発電
ＷＰ…風力発電
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